
■　ここでは、相続人の順番と範囲をみていきたいと思います。

配偶者は必ず相続人になれます。　やはり、相続人と一緒に財産を作ってきた者ですから。
では、配偶者以外で相続人の順番は、子供　→　両親　→　兄弟姉妹の順になります。
この順番も相続人の財産形成の貢献の順番ですね。

◎相続人の順番

血のつながりの相続人 常に相続人

第１順位・・・・・・・・・・
子及びその代襲相続人（孫・ひ孫）

配偶者

（直系卑属）
第２順位・・・・・・・・・・

直　系　尊　属 ＋
（直系尊属）
第３順位・・・・・・・・・・ 兄弟姉妹及び

その代襲相続人（被相続人の甥・姪）（兄弟姉妹）

*直系卑属とは、被相続人からみて血のつながりが真直ぐ下に伸びる人を指します。
*直系尊属とは、被相続人からみて血のつながりが真直ぐ上に伸びる人を指します。
*代襲相続人は、相続人となる人の代わりに相続人となる人のことです。　以前死亡・欠格・廃除に
　より、代わりの人が相続人になります。

◎相続人になれる人

第２順位
直系尊属

親子
・・・被相続人の父母、祖父母等 婚姻

愛人
　　　

第３順位
兄弟姉妹

被相続人 配偶者

代襲相続人
第１順位

子

胎児
（被相続人の甥・姪） 養子

非嫡出子 代襲相続人
嫡出子 （被相続人の孫、ひ孫）

*代襲相続となる原因
　代襲相続となる原因は、次のケースです。
　①以前死亡＝親が被相続人より先になくなっているケースです。
　②欠格＝被相続人を故意により殺害し死亡等させたため相続人の権利を失ったケースです。
　③廃除＝欠格までひどくはないですが、被相続人を虐待させた等の理由により、相続人の権利を
　　　　　　　失ったケースです。



・相続人　１番目・・・子及び配偶者

子供では、通常の結婚関係で生まれた子、愛人との間で生まれた子で認知された子
養子縁組で子となった人などがおります。
相続人順位は１番目です。

　（１）嫡出子

被相続人A 配偶者B

子C

*相続人はＣとＢ

　（２）非嫡出子

配偶者B 被相続人A 愛人D

子E
（認知済）

*相続人はＥとＢ

　（３）養子
実父 実母 被相続人A

（養父）
配偶者B

子F 子G 子Ｇ
（養子）

（決定血族）

子Ｃ
（実子）

（自然血族）

相続人はＧＣとＢ



・相続人　２番目・・・直系尊属及び配偶者

　（例１）通常の婚姻関係

この例では、父・母が２番目として相続人になります。　
（父・母が死亡の場合は、祖父母が相続人）

祖父Ｈ 祖母Ｉ 祖父Ｊ 祖母Ｋ → 第２親等

父 母 → 第１親等

被相続人Ａ 配偶者Ｂ

*相続人は父母とＢ

　（例２）被相続人が普通養子の場合

この例では被相続人が養子縁組をしているので、実父母・養父母が２番目として相続人になります。

実父 実母 養父 養母
自然　血族 法定　血族

Ｌ Ｍ Ｎ（＝被相続人）
普通養子縁組

*相続人は実父・母と養父・母

・相続人３番目・・・兄弟姉妹及び配偶者

　（例１）

父（死亡） 母（死亡）

兄 被相続人A 配偶者Ｂ

*相続人は兄とＢ



　（例２）全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹

先妻
（死亡）

父
（死亡）

後妻
（死亡）

Ｏ Ｐ Ｑ 被相続人A 配偶者Ｂ

半血兄弟姉妹 全血兄弟姉妹

*相続人はＯＰＱとＢ

　（例３）被相続人が養子の場合

実父
（死亡）

実母
（死亡）

養父
（死亡）

養母
（死亡）

Ｒ Ａ Ａ
（被相続人）

Ｓ
養子縁組

*相続人はＲＳ

◎代襲相続

・第１順位

　（例１）第１順位の相続人の１回目の代襲の例

被相続人A 配偶者Ｂ

Ｃ’ 子Ｃ
（以前死亡）

孫Ｄ
（代襲相続人）

*相続人はＤＢ

　（例２）第１順位の相続人の２回目の代襲の例

被相続人A 配偶者Ｂ

Ｃ’ 子Ｃ
（以前死亡）

Ｄ’ 孫Ｄ
（代襲相続人）

ひ孫Ｅ
（代襲相続人）

*相続人は、ＥＢ



･第３順位

父 母

兄Ａ
（以前死亡）

Ａ’ 被相続人A 配偶者Ｂ

姪Ｆ
（代襲相続人）

甥Ｇ
（以前死亡）

Ｇ’

Ｈ
*相続人はＦＢ

Ｈは再代襲のため相続人になれません

・第２順位

祖父Ｉ 祖母Ｊ 祖父Ｋ 祖母Ｌ

父
（以前死亡）

母

被相続人Ａ

*相続人は母
*祖父Ｉと祖母Ｊは、母が第２順位相続人となるため、相続人になれません
　（直系尊属に代襲という考えはありません）
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